
電話サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

別記 

１ 

～ （略） 

６ 

別記 

１ 

～ （略） 

６ 

７ 電話帳の種類 

当社が発行する電話帳は、職業別電話帳（タウンページ）とします。 

７ 電話帳の種類 

⑴ 当社が発行する電話帳は、職業別電話帳（タウンページ）とします。 

⑵ 職業別電話帳（タウンページ）には、次の区分があります。 

     区  分 内   容  

     タウンページウェブ版 ウェブサイト上で閲覧ができるもの  

     タウンページ冊子版 タウンページウェブ版の掲載内容のうち当社

が別に定める職業区分に掲載内容を限定して

紙媒体により発行するもの 

 

  

８ 電話帳の普通掲載 

⑴ 電話帳には、加入電話（料金表第１表第１（基本料金）に規定する利用種

別が住宅用のものを除きます。）について、電話番号又は追加番号等この約

款の規定に基づき当社が付与する電話番号以外の番号（以下別記８から13に

おいて「電話番号等」といいます。）１番号ごとに当社が別に定めるところ

により、普通掲載としてその電話番号等と次の事項を掲載します。 

ア 契約者又はその契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち１ 

イ 契約者又はその契約者が指定する者の職業（当社が別に定める職業区分

によるものとします｡)のうち１ 

ウ 契約者回線の終端のある場所（契約者又はその契約者が指定する者の住

所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が契約者回線の終端の

場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所） 

 

 

 

 

 

⑵ 当社は、その普通掲載が当社の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあ

るときは、⑴の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないこ

とがあります。 

⑶ 当社は、当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスについ

て、電話帳の普通掲載の取扱いを行います。この場合、その取扱いは加入電

話に準ずるものとします。 

８ 電話帳の普通掲載 

⑴ 電話帳には、加入電話（料金表第１表第１（基本料金）に規定する利用種

別が住宅用のものを除きます。）について、電話番号又は追加番号等この約

款の規定に基づき当社が付与する電話番号以外の番号（以下別記８から13に

おいて「電話番号等」といいます。）１番号ごとに当社が別に定めるところ

により、普通掲載としてその電話番号等と次の事項を掲載します。 

ア 加入電話契約者又はその加入電話契約者が指定する者の氏名、名称又は

称号のうち１ 

イ 加入電話契約者又はその加入電話契約者が指定する者の職業（当社が別

に定める職業区分によるものとします｡)のうち１ 

ウ 契約者回線の終端のある場所（加入電話契約者又はその加入電話契約者

が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が契

約者回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求

のあった場所） 

⑵ 当社は、⑴の規定により掲載される電話番号等及びその他事項について、

当社が別に定める期日までに加入電話契約者から請求された内容に基づき

掲載します。 

⑶ 当社は、その普通掲載が当社の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあ

るときは、⑴の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないこ

とがあります。 

⑷ 当社は、当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスについ

て、電話帳の普通掲載の取扱いを行います。この場合、その取扱いは加入電

話に準ずるものとします。 



新旧対照 

旧 新 
 

９ 電話帳の掲載省略 

⑴ 当社は、加入電話の契約者回線について次の場合に該当するときは、別記

８（電話帳の普通掲載）の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略するこ

とがあります。 

ア 臨時加入電話契約に基づくものであるとき。 

イ 第15条（請求による電話番号の変更）の規定に基づき電話番号を変更し

た場合であって、その電話番号を変更した日から起算して１年を経過して

いないものであるとき。 

ウ 利用休止中のものであるとき。 

⑵ 国又は地方公共団体が加入電話契約者である場合には、電話帳への掲載を

省略することがあります。 

⑶ 加入電話の契約者回線に通話の機能を有しない端末設備が接続されてい

る場合であって、別記８の⑴のアからウに規定する事項に加えてその端末設

備の種類について当社が別に定める記号等を普通掲載として掲載すること

について契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略します。 

⑷ 当社は、⑴から⑶に規定する場合のほか、契約者から請求があったときは、

電話帳への掲載を省略します。 

⑸ 第15条（請求による電話番号の変更）の規定により電話番号を変更した日

から起算して１年を経過した場合において、契約者から申出があったとき

は、その電話番号を電話帳に掲載します。 

９ 電話帳の掲載省略 

⑴ 当社は、加入電話の契約者回線について次の場合に該当するときは、別記

８（電話帳の普通掲載）の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略するこ

とがあります。 

ア 臨時加入電話契約に基づくものであるとき。 

イ 第15条（請求による電話番号の変更）の規定に基づき電話番号を変更し

た場合であって、その電話番号を変更した日から起算して１年を経過して

いないものであるとき。 

ウ 利用休止中のものであるとき。 

⑵ 国又は地方公共団体が加入電話契約者である場合には、電話帳への掲載を

省略することがあります。 

⑶ 加入電話の契約者回線に通話の機能を有しない端末設備が接続されてい

る場合であって、別記８⑴のアからウに規定する事項に加えてその端末設備

の種類について当社が別に定める記号等を普通掲載として掲載することに

ついて加入電話契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略し

ます。 

⑷ 当社は、⑴から⑶に規定する場合のほか、当社が別に定める期日までに加

入電話契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。 

⑸ 第15条（請求による電話番号の変更）の規定により電話番号を変更した日

から起算して１年を経過した場合において、加入電話契約者から申出があっ

たときは、その電話番号を電話帳に掲載します。 



新旧対照 

旧 新 
 

10 電話帳の重複掲載 

⑴ 当社は、加入電話契約者から、普通掲載のほか、別記８（電話帳の普通掲

載）に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、当社が別に定

めるところにより、重複掲載として電話帳に掲載します。 

ア 氏名、名称若しくは称号（普通掲載として掲載したものを除きます。） 又

は商品名による掲載 

イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載 

 

 

⑵ 当社は、その重複掲載が当社の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあ

るときは、⑴の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないこ

とがあります。 

⑶ 契約者は、⑴の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第３表（重複

掲載料）に規定する料金の支払いを要します。 

 

⑷ 当社は、当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスについ

て、電話帳の重複掲載の取扱いを行います。この場合、その取扱いは加入電

話に準ずるものとします。 

10 電話帳の重複掲載 

⑴ 当社は、加入電話契約者から、普通掲載のほか、別記８（電話帳の普通掲

載）に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、当社が別に定

めるところにより、重複掲載として電話帳に掲載します。 

ア 氏名、名称若しくは称号（普通掲載として掲載したものを除きます。） 又

は商品名による掲載 

イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載 

⑵ 当社は、重複掲載又は重複掲載の廃止の請求について、当社が別に定める

期日まで受け付けます。 

⑶ 当社は、その重複掲載が当社の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあ

るときは、⑴の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないこ

とがあります。 

⑷ 加入電話契約者は、⑴の請求をし、その承諾を受けたときは、タウンペー

ジウェブ版に掲載するごとに料金表第３表（重複掲載料）に規定する料金の

支払いを要します。 

⑸ 当社は、当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスについ

て、電話帳の重複掲載の取扱いを行います。この場合、その取扱いは加入電

話に準ずるものとします。 

11 電話帳の発行 

当社は、掲載地域別に電話帳を分冊し、当社が別に定める周期により発行し

ます。 

11 電話帳の発行 

⑴ 当社は、掲載地域別に電話帳を分冊し、当社が別に定める期日に発行しま

す。 

⑵ タウンページウェブ版は、当社が別に定めるウェブサイト上において公開

します。 

12 電話帳の配布 

⑴ 当社は、加入電話について、その電話番号が掲載される地域の電話帳を１

の契約ごとに、１部配布します。 

 ただし、その契約者回線に２以上の電話番号等を付与している場合は、そ

の番号数を上限として複数の電話帳を配布することがあります。 

⑵  ⑴の規定にかかわらず、当社が別に定める電話帳については、契約者から 

請求があった場合に限り配布します。 

⑶  ⑴又は⑵の規定にかかわらず、その加入電話の契約者回線が利用休止中で

ある場合等においては、電話帳を配布しないことがあります。 

12 電話帳の配布 

⑴ 当社は、当社が別に定める期日以降に加入電話契約者から請求があったと

きは、その電話番号が掲載される地域のタウンページ冊子版を１の加入電話

契約ごとに、１部配布します。 

 

⑵  ⑴の規定にかかわらず、当社が別に定める電話帳については、加入電話契

約者から請求があった場合に限り配布します。 

⑶  当社は、⑴又は⑵の規定にかかわらず、次の場合は、タウンページ冊子版

を配布しないことがあります。 

ア その加入電話の契約者回線が利用休止中であるとき。 

イ 発行月の初日から起算して18ヶ月が経過したとき。 

ウ 在庫部数が無くなったとき。 



新旧対照 

旧 新 
 

13 その他の電話帳 

当社は、別記７（電話帳の種類）の規定にかかわらず、当社が別に定めると

ころにより、電話帳の掲載事項を掲載した電話帳（その掲載事項を電磁的記録

その他の方法により調整したものを含みます。）を提供します。 

13 その他の電話帳 

当社は、別記７（電話帳の種類）の規定にかかわらず、当社が別に定めるそ

の他の電話帳を提供します。 

 

第３表 重複掲載料 

 電話帳発行の都度１掲載ごとに 500円(税込価格 550円) 

第３表 重複掲載料 

タウンページウェブ版に掲載の都度１掲載ごとに 

500円(税込価格 550円) 

 附 則（令和６年９月30日企営第155500000460号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年10月１日から実施します。 

  ただし、この改正規定中、電話帳の種類、発行及び配布に関する部分について

は令和７年１月１日以降、当社が別に定める期日より順次実施します。 

（経過措置）  

２ この改正前の規定により発行される電話帳の発行及び配布の期日については、

改正後の規定によりタウンページ冊子版を発行するまでの間とし、その重複掲載

料の適用については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 



総合ディジタル通信サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

第３表 重複掲載料 

 電話帳発行の都度１掲載ごとに  500円(税込価格 550円) 

第３表 重複掲載料 

タウンページウェブ版に掲載の都度１掲載ごとに  500円(税込価格 550円) 

 附 則（令和６年９月30日企営第155500000460号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年10月１日から実施します。 

（経過措置）  

２ この改正前の規定により発行される電話帳における重複掲載料の適用については、電

話サービス契約約款に準じて取り扱います。 

３ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 



音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

第３表 重複掲載料 

 電話帳発行のつど１掲載ごとに  500円(税込価格 550円) 

第３表 重複掲載料 

タウンページウェブ版に掲載の都度１掲載ごとに  500円(税込価格 550円) 

 附 則（令和６年９月30日企営第155500000460号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年10月１日から実施します。 

（経過措置）  

２ この改正前の規定により発行される電話帳における重複掲載料の適用については、電

話サービス契約約款に準じて取り扱います。 

３ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。  

 

 



特定地域向け音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

第３表 重複掲載料 

 電話帳発行のつど１掲載ごとに  500円(税込価格 550円) 

第３表 重複掲載料 

タウンページウェブ版に掲載の都度１掲載ごとに  500円(税込価格 550円) 

 （令和６年９月30日企営第155500000460号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年10月１日から実施します。 

（経過措置）  

２ この改正前の規定により発行される電話帳における重複掲載料の適用については、電

話サービス契約約款に準じて取り扱います。 

３ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。  

 

 


